
４ 訪問リハビリテーション  

（１）算定の基準 

★ 対象サービス…（介護予防）訪問リハビリテーション 

令和３年度介護報酬改定により、自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を

促す観点から、算定の基準について見直しが行われました。以下に主な変更箇所を示しま

すので、根拠法令等を再度確認し、適切な取扱いをお願いします。

（参考）根拠法令 

Ｈ12 老企 36 第２の５（１）算定の基準について 

① 指定訪問リハビリテーションは、計画的な医学的管理を行っている当該指定訪問

リハビリテーション事業所の医師の指示の下で実施するとともに、当該医師の診療

の日から３月以内に行われた場合に算定する。 

また、例外として、指定訪問リハビリテーション事業所の医師がやむを得ず診療

できない場合には、別の医療機関の計画的な医学的管理を行っている医師から情報

提供（指定訪問リハビリテーションの必要性や利用者の心身機能や活動等に係るア

セスメント情報等）を受け、当該情報提供を踏まえて、当該リハビリテーション計

画を作成し、指定訪問リハビリテーションを実施した場合には、情報提供を行った

別の医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から３月以内に行わ

れた場合に算定する。 

この場合、少なくとも３月に１回は、指定訪問リハビリテーション事業所の医師

は、当該情報提供を行った別の医療機関の医師に対して訪問リハビリテーション計

画等について情報提供を行う。 

② 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定訪問リハビリテーションの実

施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、当該リ

ハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留

意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテ

ーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか１以上の指示を行う。 

③ ②における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若し

くは言語聴覚士が、当該指示に基づき行った内容を明確に記録する。 

④ 指定訪問リハビリテーションは、指定訪問リハビリテーション事業所の医師の診

療に基づき、訪問リハビリテーション計画を作成し、実施することが原則である

が、医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーショ

ン料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを受けてい

た患者が、介護保険の指定訪問リハビリテーションへ移行する際に、「リハビリテ

ーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並

びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月 16 日老認発 0316 第
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３号、老老発 0316 第２号）の別紙様式２―２―１をもって、保険医療機関から当

該事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、別紙

様式２―２―１に記載された内容について確認し、指定訪問リハビリテーションの

提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、例外として、別紙様式２―２

―１をリハビリテーション計画書とみなして訪問リハビリテーション費の算定を開

始してもよいこととする。 

なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して３月以内に、

当該事業所の医師の診療に基づいて、次回の訪問リハビリテーション計画を作成す

る。 

⑤ 訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計

画を見直す。初回の評価は、訪問リハビリテーション計画に基づくリハビリテーシ

ョンの提供開始からおおむね２週間以内に、その後はおおむね３月ごとに評価を行

う。 

⑥ 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して３月以上の指定訪問

リハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計

画書に指定訪問リハビリテーションの継続利用が必要な理由、具体的な終了目安と

なる時期、その他指定居宅サービスの併用と移行の見通しを記載する。 

⑦ 指定訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者

に対して１回当たり 20分以上指導を行った場合に、１週に６回を限度として算定

する。ただし、退院（所）の日から起算して３月以内に、医師の指示に基づきリハ

ビリテーションを行う場合は、週 12 回まで算定可能である。

⑧ 指定訪問リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場

合にあって、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用

者の居宅を訪問して指定訪問リハビリテーションを行った場合には、訪問する理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士の当該訪問の時間は、介護老人保健施設又は介

護医療院の人員基準の算定に含めないこととする。なお、介護老人保健施設又は介

護医療院による指定訪問リハビリテーションの実施にあたっては、介護老人保健施

設又は介護医療院において、施設サービスに支障のないよう留意する。 

⑨ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該

当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留

意点、介護の工夫などの情報を伝達する。 

⑩ 居宅からの一連のサービス行為として、買い物やバス等の公共交通機関への乗降

などの行為に関する訪問リハビリテーションを提供するに当たっては、訪問リハビ

リテーション計画にその目的、頻度等を記録するものとする。 

⑪ 利用者が指定訪問リハビリテーション事業所である医療機関を受診した日又は訪

問診療若しくは往診を受けた日に、訪問リハビリテーション計画の作成に必要な医
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師の診療が行われた場合には、当該複数の診療等と時間を別にして行われているこ

とを記録上明確にする。

（２）介護予防訪問リハビリテーションの減算 

★ 対象サービス…介護予防訪問リハビリテーション 

令和３年度介護報酬改定により、サービスの評価の適正化及び重点化を図る観点か

ら、介護予防訪問リハビリテーションについて、長期間利用の評価の見直しが行われま

した。 

当該サービスの利用を開始した日の属する月から起算して 12 月を超えてサービス提

供を行う場合は、減算となりますので、ご留意ください。 

（参考）根拠法令 

Ｈ18 厚労告 127 別表３ 

注 10 利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーションの利用を開始した日の属

する月から起算して 12 月を超えて指定介護予防訪問リハビリテーションを行う場合

は、１回につき５単位を所定単位数から減算する。 

Ｈ18 老計発第 0317001 号他  第２の４

（10）注 10 の取扱いについて 

指定介護予防訪問リハビリテーションの利用が 12月を超える場合は、介護予防訪

問リハビリテーション費から５単位減算する。なお、入院による中断があり、医師の

指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱い

については、令和３年４月から起算して 12 月を超える場合から適用されるものであ

ること。 

（３）移行支援加算 

★ 対象サービス…訪問リハビリテーション 

令和３年度報酬改定で、社会支援加算から移行支援加算に名称が変更し、加算の算定

要件の変更及び追加がありました。加算を取得する際は、算定要件の確認をお願いしま

す。 

移行支援加算とは、利用者のＡＤＬ・ＩＡＤＬが向上し、社会参加に資する取組に移

行する等を指標として、質の高いリハビリテーションを提供する事業所を評価するもの

です。 
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（参考）根拠法令

Ｈ12 老企 36 第２の５ 

（11）移行支援加算について 

① 移行支援加算におけるリハビリテーションは、訪問リハビリテーション計画に家

庭や社会への参加を可能とするための目標を作成した上で、利用者のＡＤＬ及びⅠ

ＡＤＬを向上させ、指定通所介護等に移行させるものであること。 

② 「その他社会参加に資する取組」には、医療機関への入院や介護保険施設への入

所、指定訪問リハビリテーション、指定認知症対応型共同生活介護等は含まれず、

算定対象とならないこと。

③ 大臣基準告示第十三号イ（１）の基準において、指定通所介護等を実施した者の

占める割合及び基準第十三号ロにおいて、12 を指定訪問リハビリテーション事業

所の利用者の平均利用月数で除して得た数については、小数第３位以下は切り上げ

ること。 

④ 平均利用月数については、以下の式により計算すること。 

イ（ⅰ）に掲げる数÷（ⅱ）に掲げる数 

（ⅰ）当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数の合計 

（ⅱ）（当該事業所における評価対象期間の新規利用者数の合計＋当該事業所にお

ける評価対象期間の新規終了者数の合計）÷２ 

ロ  イ（ⅰ）における利用者には、当該施設の利用を開始して、その日のうちに

利用を終了した者又は死亡した者を含むものである。 

ハ  イ（ⅰ）における利用者延月数は、利用者が評価対象期間において当該事業

所の提供する訪問リハビリテーションを利用した月数の合計をいう。 

ニ  イ（ⅱ）における新規利用者数とは、当該評価対象期間に新たに当該事業所

の提供する指定訪問リハビリテーションを利用した者の数をいう。また、当該

事業所の利用を終了後、12 月以上の期間を空けて、当該事業所を再度利用し

た者については、新規利用者として取り扱うこと。 

ホ  イ（ⅱ）における新規終了者数とは、評価対象期間に当該事業所の提供する

指定訪問リハビリテーションの利用を終了した者の数をいう。

⑤ 「指定通所介護等の実施」状況の確認に当たっては、指定訪問リハビリテーショ

ン事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、リハビリテーション計画

書のアセスメント項目を活用しながら、リハビリテーションの提供を終了した時

と比較して、ＡＤＬ及びⅠＡＤＬが維持または改善していることを確認するこ

と。なお、電話等での実施を含め確認の手法は問わないこと。 

⑥ 「当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供」について

は、利用者の円滑な移行を推進するため、指定訪問リハビリテーション終了者が

指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定地域密着型通所介護、指定認
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知症対応型通所介護、指定小規模多機能型通所介護、指定看護小規模多機能型居

宅介護、指定介護予防通所リハビリテーション、指定介護予防認知症対応型通所

介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所へ移行する際に、「リハビ

リテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考

え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示につい

て」の別紙様式２－２－１及び２－２－２のリハビリテーション計画書等の情報

を利用者の同意の上で指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定地域密

着型通所介護、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型通所介護、指定

看護小規模多機能型居宅介護、指定介護予防通所リハビリテーション、指定介護

予防認知症対応型通所介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業所へ

提供すること。なお、指定通所介護事業所等の事業所へ情報提供に際しては、リ

ハビリテーション計画書の全ての情報ではなく、「リハビリテーション・個別機

能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手

順及び様式例の提示について」に示す別紙様式２－２－１及び２－２－２の本人

の希望、家族の希望、健康状態・経過、リハビリテーションの目標、リハビリテ

ーションサービス等の情報を抜粋し、提供することで差し支えない。

（根拠法令） 

Ｈ27 厚労告 95 十三 厚生労働大臣が定める基準 

Ｈ27 厚労告 94 九 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等 
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